
（別紙） 

 

   随意契約内容の公表について 

 

 京都市交通局の随意契約のうち、次の契約を公表しています。 

 

１ 対象契約 

  令和６年度上半期（４月～９月） 

⑴ 契約金額が２５０万円を超える工事請負及び測量・設計等の委託に係る契約 

⑵ 契約金額が５００万円以上の物品等の調達に係る契約（物件の購入、賃借、委託等） 

 

２ 公表する内容 

⑴ 件名 

⑵ 契約担当課 

⑶ 契約締結日 

⑷ 履行期間 

⑸ 契約の相手方の住所及び商号等 

⑹ 契約金額（税込み） 

⑺ 契約内容 

⑻ 随意契約の理由 

⑼ 根拠法令 

⑽ 契約の相手方の選定理由 

 

３ 閲覧 

企画総務課契約窓口でも閲覧に供しています。 

 

４ 公表の時期 

半期ごとに取りまとめて公表します。 

 

５ 公表の期間 

公表の日の翌日から起算して１年が経過する日の属する年度の末日まで。 



随意契約一覧表（令和６年度上半期）

契約締結日 件 名
契約金額（税

込）
（単位：円）

契約担当課 契約の相手方の名称 根拠法令（随意契約依頼書７に該当）

令和6年4月1日 料金センター精算システム保守業務 6,584,820
企画総務部
企画総務課

レシップ株式会社　大
阪営業所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
電子計算機械設備及びライセンスプログラムの
賃借並びに保守サービス（その１）

71,956,800
企画総務部
企画総務課

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社
関西支社

地方公共団体の物品等又は特定役務
の調達手続の特例を定める政令第１
１条第１項第１号

令和6年4月1日 ホームドア設備保守管理業務委託 246,070,000
企画総務部
企画総務課

川崎車両株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 可動式ホーム柵設備保守管理業務委託 28,072,000
企画総務部
企画総務課

三菱電機ビルソリュー
ションズ株式会社　関西
支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 令和６年度可動式ホーム柵整備作業 61,380,000
企画総務部
企画総務課

三菱電機ビルソリュー
ションズ株式会社　関西
支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 建築・機械設備監理業務委託 112,970,000
企画総務部
企画総務課

京都地下鉄整備株式
会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 東西線５０系車両空調主回路装置購入 23,892,000
企画総務部
企画総務課

株式会社ＲＹＯＤＥＮ
京都営業所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 烏丸線高速車両全般検査・重要部検査（保安） 9,515,000
企画総務部
企画総務課

株式会社日立製作所
京都支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 東西線高速車両全般検査・重要部検査（保安） 27,060,000
企画総務部
企画総務課

株式会社日立製作所
京都支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号



契約締結日 件 名
契約金額（税

込）
（単位：円）

契約担当課 契約の相手方の名称 根拠法令（随意契約依頼書７に該当）

令和6年4月1日
烏丸線高速車両全般検査・重要部検査（制御、
ブレーキ）

62,810,000
企画総務部
企画総務課

株式会社ＲＹＯＤＥＮ
京都営業所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
東西線高速車両全般検査・重要部検査（制御、
ブレーキ）

93,720,000
企画総務部
企画総務課

株式会社ＲＹＯＤＥＮ
京都営業所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 烏丸線高速車両保守及び作業監理業務委託 28,270,000
企画総務部
企画総務課

京都地下鉄整備株式
会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 東西線高速車両保守及び作業監理業務委託 15,620,000
企画総務部
企画総務課

京都地下鉄整備株式
会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
バス運行総合システム事務処理系機器及びライ
センスプログラム類の賃借

11,222,838
企画総務部
企画総務課

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社
関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
電子計算機械設備及びライセンスプログラムの
賃借並びに保守サービス（その２）

23,992,020
企画総務部
企画総務課

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社
関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
バス運行総合システム［実績収集系］の機器保
守及び通信回線維持管理業務

67,061,940
企画総務部
企画総務課

ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ株式会社　関西支
社

地方公共団体の物品等又は特定役務
の調達手続の特例を定める政令第１
１条第１項第１号

令和6年4月1日 ドライブレコーダー保守点検業務 9,011,200
企画総務部
企画総務課

クラリオンライフサイクル
ソリューションズ株式会
社　関西支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 無線型バスロケーションシステム保守管理業務 20,039,027
企画総務部
企画総務課

新潟通信機株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
インターネット型バスロケーションシステム機器保
守管理業務

25,522,730
企画総務部
企画総務課

新潟通信機株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号



契約締結日 件 名
契約金額（税

込）
（単位：円）

契約担当課 契約の相手方の名称 根拠法令（随意契約依頼書７に該当）

令和6年4月1日
インターネット型バスロケーションシステム維持管
理業務

6,953,650
企画総務部
企画総務課

公益財団法人京都高
度技術研究所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 管理の受委託（錦林京都） 831,221,600
自動車部
管理課

京都バス株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 管理の受委託（梅津ジェイアール） 1,246,103,100
自動車部
管理課

西日本ジェイアールバ
ス株式会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 管理の受委託（洛西近鉄） 1,529,751,300
自動車部
管理課

近鉄バス株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 管理の受委託（横大路阪急） 1,485,188,100
自動車部
管理課

阪急バス株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 管理の受委託（横大路エムケイ） 457,289,800
自動車部
管理課

エムケイ株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 運行管理設備保守管理業務委託 35,200,000
企画総務部
企画総務課

株式会社日立製作所
京都支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 ＩＴＶ画像伝送設備保守管理業務委託 5,445,000
企画総務部
企画総務課

株式会社日立製作所
京都支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 有線電話・情報伝送路設備保守管理業務委託 61,600,000
企画総務部
企画総務課

ＮＥＣネッツエスアイ株
式会社　京滋支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 東西線信号設備保守管理業務委託 236,500,000
企画総務部
企画総務課

日本信号株式会社　大
阪支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号



契約締結日 件 名
契約金額（税

込）
（単位：円）

契約担当課 契約の相手方の名称 根拠法令（随意契約依頼書７に該当）

令和6年4月1日 烏丸線信号設備保守管理業務委託 223,080,000
企画総務部
企画総務課

日本信号株式会社　大
阪支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
高速鉄道　昇降機設備　保守管理業務委託（鞍
馬口駅ほか）

66,788,700
企画総務部
企画総務課

三菱電機ビルソリュー
ションズ株式会社　関西
支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
高速鉄道　昇降機設備　保守管理業務委託（丸
太町駅ほか）

34,980,000
企画総務部
企画総務課

株式会社日立ビルシス
テム　関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 烏丸営業所　昇降機設備　保守管理業務委託 5,115,000
企画総務部
企画総務課

株式会社日立ビルシス
テム　関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 烏丸営業所　昇降機設備　保守管理業務委託 5,115,000
企画総務部
企画総務課

株式会社日立ビルシス
テム　関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
高速鉄道　昇降機設備　保守管理業務委託（国
際会館駅ほか）

42,075,000
企画総務部
企画総務課

東芝エレベータ株式会
社　関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
高速鉄道　昇降機設備　保守管理業務委託（今
出川駅ほか）

22,176,000
企画総務部
企画総務課

フジテック株式会社　京
滋支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
高速鉄道　昇降機設備　保守管理業務委託（五
条駅ほか）

42,372,000
企画総務部
企画総務課

日本オーチス・エレ
ベータ株式会社　京都
支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 列車無線電話設備保守管理業務委託 16,060,000
企画総務部
企画総務課

八幡電気産業株式会
社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 ＩＴＶ設備保守管理業務委託 30,470,000
企画総務部
企画総務課

東芝テリー株式会社
大阪支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号



契約締結日 件 名
契約金額（税

込）
（単位：円）

契約担当課 契約の相手方の名称 根拠法令（随意契約依頼書７に該当）

令和6年4月1日 高速鉄道昇降機設備監理業務委託 24,200,000
企画総務部
企画総務課

京都地下鉄整備株式
会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 高速鉄道駅電気設備ほか監理業務委託 35,640,000
企画総務部
企画総務課

京都地下鉄整備株式
会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 高速鉄道電力設備監理業務委託 36,520,000
企画総務部
企画総務課

京都地下鉄整備株式
会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日
ICカード共同社局サーバシステム運用保守契約
業務委託

15,180,000
高速鉄道部

電気課
アイテック阪急阪神株
式会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 バスＩＣカードシステム社局サーバ運用保守 10,825,584
企画総務部
企画総務課

アイテック阪急阪神株
式会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 バスＩＣカードバスサーバ保守業務 9,097,000
企画総務部
企画総務課

レシップ株式会社　大
阪営業所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 大型ノンステップバス（リース） 26,136,000
企画総務部
企画総務課

株式会社リアライズコー
ポレーション

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月1日 大型ノンステップバス 47,452,961
企画総務部
企画総務課

株式会社リアライズコー
ポレーション

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月18日 烏丸線２０系車両台車枠購入 7,700,000
企画総務部
企画総務課

住友商事株式会社　輸
送機材事業第二ユニッ
ト

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月18日 竹田車両基地オイルシール着脱装置購入 6,710,000
企画総務部
企画総務課

住友商事株式会社　輸
送機材事業第二ユニッ
ト

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号



契約締結日 件 名
契約金額（税

込）
（単位：円）

契約担当課 契約の相手方の名称 根拠法令（随意契約依頼書７に該当）

令和6年4月18日 東西線５０系車両台車装置排障器腕購入 8,381,912
企画総務部
企画総務課

住友商事株式会社　輸
送機材事業第二ユニッ
ト

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月18日
烏丸線１０系車両台車空気ばねゴム部品交換業
務委託

19,800,000
企画総務部
企画総務課

住友商事株式会社　輸
送機材事業第二ユニッ
ト

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月22日
自動車運転計画に伴うバス運行総合システム
（事務処理系）改修作業

7,761,600
企画総務部
企画総務課

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社
関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月23日
高速鉄道東西線電動式レール塗油器制御装置
更新業務

8,800,000
企画総務部
企画総務課

草野産業株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年4月30日 観光特急バスの効果検証業務 10,164,000
企画総務部
企画総務課

一般社団法人システム
科学研究所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第６号

令和6年5月21日
高速鉄道東西線駅電気室電力設備部分更新
（その３）

20,350,000
企画総務部
企画総務課

日新電機株式会社　京
都営業部

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年5月27日
車内案内モニター画面（ＯＢＣ－ＶＩＳＩＯＮ）変更
作業

10,991,222
企画総務部
企画総務課

レシップ株式会社　大
阪営業所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年5月30日
醍醐車庫車体床下気吹集塵部分更新業務委
託

11,275,000
企画総務部
企画総務課

川重商事株式会社　大
阪支店

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年6月1日 管理の受委託（錦林京都）【設計変更】 844,527,200
自動車部
管理課

京都バス株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年6月1日 管理の受委託（梅津ジェイアール）【設計変更】 1,247,315,300
自動車部
管理課

西日本ジェイアールバ
ス株式会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号



契約締結日 件 名
契約金額（税

込）
（単位：円）

契約担当課 契約の相手方の名称 根拠法令（随意契約依頼書７に該当）

令和6年6月1日 管理の受委託（洛西近鉄）【設計変更】 1,554,166,900
自動車部
管理課

近鉄バス株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年6月1日 管理の受委託（横大路阪急）【設計変更】 1,509,235,200
自動車部
管理課

阪急バス株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年6月1日 管理の受委託（横大路エムケイ）【設計変更】 465,219,700
自動車部
管理課

エムケイ株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年6月21日
バス運行総合システム（実績収集系）改修業務
委託（その１）

154,770,000
企画総務部
企画総務課

ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ株式会社　関西支
社

地方公共団体の物品等又は特定役務
の調達手続の特例を定める政令第１
１条第１項第１号

令和6年7月19日 高速鉄道烏丸線レール削正工事 27,830,000
企画総務部
企画総務課

近鉄軌道エンジニアリン
グ株式会社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第７号

令和6年7月29日
バス運行総合システム事務処理系に係る改修
作業（端末機器等入替作業）

11,088,000
企画総務部
企画総務課

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社
関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年8月19日 東西線５０系車両台車装置排障器腕購入 7,441,368
企画総務部
企画総務課

住友商事株式会社　輸
送機材事業第二ユニッ
ト

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年8月22日 東西線５０系車両車体部品踏段購入 9,328,000
企画総務部
企画総務課

近畿車輛株式会社
地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年8月26日
烏丸線軌道整備工事に伴う信号設備対応業務
委託

6,270,000
企画総務部
企画総務課

日本信号株式会社　大
阪支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年9月5日 音声合成放送装置等の購入 10,088,100
企画総務部
企画総務課

レシップ株式会社　大
阪営業所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号



契約締結日 件 名
契約金額（税

込）
（単位：円）

契約担当課 契約の相手方の名称 根拠法令（随意契約依頼書７に該当）

令和6年9月5日 運賃箱の購入 14,195,500
企画総務部
企画総務課

レシップ株式会社　大
阪営業所

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年9月12日
烏丸線１０系車両用車輪はめ替え業務委託（第
２０編成）

30,970,720
企画総務部
企画総務課

住友商事株式会社　輸
送機材事業第二ユニッ
ト

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年9月19日 高速鉄道東西線信号保安設備更新工事その４ 2,321,000,000
企画総務部
企画総務課

日本信号株式会社　大
阪支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第８号

令和6年9月25日 高速収入系システム改修業務委託 22,000,000
企画総務部
企画総務課

東芝インフラシステムズ
株式会社　関西支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号

令和6年9月26日 東西線旅客案内設備改良 179,850,000
企画総務部
企画総務課

日本信号株式会社　大
阪支社

地方公営企業法施行令第２１条の１
３第１項第２号



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

料金センター精算システム保守業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区東天満２丁目６番５号Ｉ・Ｓ南森町ビル４階 

レシップ株式会社 大阪営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，５８４，８２０円 

 

７ 契約内容 

自動車及び高速鉄道運賃の精算を行う高速鉄道東西線料金センターにおける、料金精算システ

ムの保守業務 

 

８ 随意契約の理由 

料金精算システムは、紙幣・硬貨を精算する機器の特異性から厳正に保守・点検を行う必要が

ある。 

そのためには、ハードウェア及びソフトウェアのシステム全体を理解し、完全な保守業務を行

うための技術、体制、経験及び実績を有している必要がある。 

また、システム内容は第三者に開示されておらず、システムの開発、設計、製作を行った当該

業者でなければ履行できないという点で競争入札に適さないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

システム内容は第三者に開示されておらず、システムの開発、設計、製作を行った当該業者で

なければ履行できないため。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

電子計算機械設備及びライセンスプログラムの賃借並びに保守サービス（その１） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 

企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区大深町３番１号 

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７１，９５６，８００円 

 

７ 契約内容 

ＵＮＩＳＹＳ－ＣＳ４４７０Ｄ型電子計算機械設備及びオペレーティングシステムを含むライ

センスプログラム群の賃借並びに保守業務 

 

８ 随意契約の理由 

ＵＮＩＳＹＳ－ＣＳ４４７０Ｄ型電子計算機械設備及びオペレーティングシステムを含むライ

センスプログラム群（以下「プロダクト」という。）は上記業者のものであり、上記業者以外の

ものがプロダクトを提供することはできない。 

プロダクトは排他的権利の対象にあたるため、電子計算機械設備及びライセンスプログラムの

賃借並びに保守サービスを行えるのは、上記業者のみである。 

 

９ 根拠法令 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約の理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

ホームドア設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

兵庫県神戸市兵庫区和田山通二丁目１番１８号 

川崎車両株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２４６，０７０，０００円 

 

７ 契約内容 

東西線ホームドア設備に係る点検、部品交換及び障害対応の保守業務 

 

８ 随意契約の理由 

駆動装置や制御装置等の管理業務を行うものはそれぞれ存在するが、ホームドア設備全体の品

質管理を一括して行うことができるとともに、緊急対応の体制が整備されている唯一の業者であ

るため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約の理由に同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

可動式ホーム柵設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区天満橋一丁目８番３０号 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，０７２，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線の可動式ホーム柵設備を常に最良の状態に維持するため、点検、保守、修繕及び緊急対

応等の総合的な管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

可動式ホ－ム柵設備全体の品質管理が可能であり、緊急対応の体制が整備され、可動式ホ－ム

柵を製作した三菱電機より、可動式ホ－ム柵の保守担当会社に指定されている唯一の業者である

ため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約の理由に同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

令和６年度可動式ホーム柵整備作業 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区天満橋一丁目８番３０号 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６１，３８０，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線可動式ホーム柵設備の主要な部品を予防保全のため、交換する。 

 

８ 随意契約の理由 

可動式ホ－ム柵設備全体の品質管理が可能であり、緊急対応の体制が整備され、可動式ホ－ム

柵を製作した三菱電機より、可動式ホ－ム柵の保守担当会社に指定されている唯一の業者である

ため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約の理由に同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

建築・機械設備監理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市山科区安朱中小路町１５番地の４ 

京都地下鉄整備株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１２，９７０，０００円 

 

７ 契約内容 

別途契約される高速鉄道施設の建物や機械設備，烏丸営業所の機械設備の保守管理業務を統括

し，保守業者への指示，指導，地下鉄及び市バスの営業に係る建物や機械設備の安全管理，保守

業務の工程管理，緊急時の対応等を行う監理業務 

 

８ 随意契約の理由 

鉄道施設及び市バス営業所の建物や機械設備全般に対する安全対策等のマネジメントを含めて

監理業務を履行できる唯一の業者であるため. 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約の理由に同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線５０系車両空調主回路装置購入 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区弁慶石町５１ＲＹＯＤＥＮ京都ビル４Ｆ 

株式会社ＲＹＯＤＥＮ 京都営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，８９２，０００円 

 

７ 契約内容 

東西線５０系車両の空調主回路装置の購入 

 

８ 随意契約の理由 

 東西線５０系車両の空調主回路装置は、三菱電機株式会社が５０系車両用に特別に設計及び

製作したものであり、三菱電機株式会社以外の業者では製作できないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市交通局の車両部品に関する三菱電機株式会社の唯一の代理店であるため



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸線高速車両全般検査・重要部検査（保安） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地 

株式会社日立製作所 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，５１５，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線高速車両の全般検査及び重要部検査（保安装置関係） 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は、京都市高速鉄道安全管理規程及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令並びに

京都市高速鉄道車両実施基準等の法令に基づいて、車両の安全確保のために細心の注意をはらい、

入念、丁寧に履行されなければならない。 

 車両の各装置単体の点検整備及び検査のみならず、その各装置が車両に組合された状態にお

いて、装置間の整合性も考慮した機能確認が最重要であるため、車両全般にわたる知識及び能力

が必要不可欠となる。 

烏丸線高速車両（１０系車両）の保安装置は、株式会社日立製作所が１０系車両用に特別に設

計、製作したものであり、株式会社日立製作所以外の業者では装置の詳細がわからず、点検整備

及び検査ができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線高速車両全般検査・重要部検査（保安） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地 

株式会社日立製作所 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，０６０，０００円 

 

７ 契約内容 

東西線５０系車両の全般検査及び重要部検査（保安装置関係） 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は、京都市高速鉄道安全管理規程及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令並びに

京都市高速鉄道車両実施基準等の法令に基づいて、車両の安全確保のために細心の注意をはらい、

入念、丁寧に履行されなければならない。 

 車両の各装置単体の点検整備及び検査のみならず、その各装置が車両に組合された状態にお

いて、装置間の整合性も考慮した機能確認が最重要であるため、車両全般にわたる知識及び能力

が必要不可欠となる。 

 東西線高速車両（５０系車両）の保安装置は、株式会社日立製作所が５０系車両用に特別に

設計、製作したものであり、株式会社日立製作所以外の業者では装置の詳細がわからず、点検整

備及び検査ができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸線高速車両全般検査・重要部検査（制御、ブレーキ） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区弁慶石町５１ＲＹＯＤＥＮ京都ビル４Ｆ 

株式会社ＲＹＯＤＥＮ 京都営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

６２，８１０，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線高速車両の全般検査及び重要部検査（制御、ブレーキ装置関係） 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は、京都市高速鉄道安全管理規程及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令並びに

京都市高速鉄道車両実施基準等の法令に基づいて、車両の安全確保のために細心の注意をはらい、

入念、丁寧に履行されなければならない。 

 車両の各装置単体の点検整備及び検査のみならず、その各装置が車両に組合された状態にお

いて、装置間の整合性も考慮した機能確認が最重要であるため、車両全般にわたる知識及び能力

が必要不可欠となる。 

 烏丸線高速車両（１０系車両）の制御装置及びブレーキ装置は、三菱電機株式会社が１０系

車両用に特別に設計、製作したものであり、三菱電機株式会社以外の業者では装置の詳細がわか

らず、点検整備及び検査ができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市交通局向けの車両部品に関する三菱電機株式会社の唯一の代理店であるため



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線高速車両全般検査・重要部検査（制御、ブレーキ） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区弁慶石町５１ＲＹＯＤＥＮ京都ビル４Ｆ 

株式会社ＲＹＯＤＥＮ 京都営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９３，７２０，０００円 

 

７ 契約内容 

東西線５０系車両の全般検査及び重要部検査（制御、ブレーキ装置関係） 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は、京都市高速鉄道安全管理規程及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令並びに

京都市高速鉄道車両実施基準等の法令に基づいて、車両の安全確保のために細心の注意をはらい、

入念、丁寧に履行されなければならない。 

 車両の各装置単体の点検整備及び検査のみならず、その各装置が車両に組合された状態にお

いて、装置間の整合性も考慮した機能確認が最重要であるため、車両全般にわたる知識及び能力

が必要不可欠となる。 

 東西線高速車両（５０系車両）の制御装置及びブレーキ装置は、三菱電機株式会社が５０系

車両用に特別に設計、製作したものであり、三菱電機株式会社以外の業者では装置の詳細がわか

らず、点検整備及び検査ができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市交通局向けの車両部品に関する三菱電機株式会社の唯一の代理店であるため



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸線高速車両保守及び作業監理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市山科区安朱中小路町１５番地の４ 

京都地下鉄整備株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２８，２７０，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線高速車両の保守及び作業監理 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は、京都市高速鉄道安全管理規程及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令並びに

京都市高速鉄道車両実施基準等の法令に基づいて、車両の安全確保のために細心の注意をはらい、

入念、丁寧に履行されなければならない。 

 さらに、業務の実施においては、複数の業者を取りまとめ、車両の経年変化による損傷の実

態に即した統一的な作業指示、工程調整、安全管理及び連絡調整を迅速に対応できることが必要

である。 

したがって、各装置個別の業務管理を行うことができる者は他にも存在するが、本業務に必要

な烏丸線１０系車両の知識、監理能力及び安全確保の知識を有し、かつ車両に組成された各装置

を一元的に管理することができる者は、上記業者に限られるため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線高速車両保守及び作業監理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市山科区安朱中小路町１５番地の４ 

京都地下鉄整備株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，６２０，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線高速車両の保守及び作業監理 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は、京都市高速鉄道安全管理規程及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令並びに

京都市高速鉄道車両実施基準等の法令に基づいて、車両の安全確保のために細心の注意をはらい、

入念、丁寧に履行されなければならない。 

 さらに、業務の実施においては、複数の業者を取りまとめ、車両の経年変化による損傷の実

態に即した統一的な作業指示、工程調整、安全管理及び連絡調整を迅速に対応できることが必要

である。 

 したがって、各装置個別の業務管理を行うことができる者は他にも存在するが、本業務に必

要な東西線５０系車両の知識、監理能力及び安全確保の知識を有し、かつ車両に組成された各装

置を一元的に管理することができる者は、上記業者に限られるため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

バス運行総合システム事務処理系機器及びライセンスプログラム類の賃借 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区大深町３番１号 

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，２２２，８３８円 

 

７ 契約内容 

バス運行総合システム事務処理系の関連機器の賃借及び保守対応業務 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、既存システムを運用するために必要となる関連機器の賃借並びに保守対応業務を実

施するものであり、稼働中のシステムに支障を生じることなく、本契約を遂行するためには、既

存の設備の設計内容に加え、既存システムのソフトウェアの構成に関しても熟知している必要が

ある。左記業者は、同システムを独自に設計、構築しており、また、ソフトウェアに係る著作権

並びに詳細な技術情報を保有する唯一の業者であるため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

電子計算機械設備及びライセンスプログラムの賃借並びに保守サービス（その２） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区大深町３番１号 

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３，９９２，０２０円 

 

７ 契約内容 

ホストコンピュータの本体及び関連機器の賃借並びに保守対応業務 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、既存システムを運用するために必要となる関連機器の賃借並びに保守対応業務を実

施するものであり、稼働中のシステムに支障を生じることなく、本契約を遂行するためには、既

存の設備の設計内容に加え、既存システムのソフトウェアの構成に関しても熟知している必要が

ある。左記業者は、同システムを独自に設計、構築しており、また、ソフトウェアに係る著作権

並びに詳細な技術情報を保有する唯一の業者であるため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

バス運行総合システム［実績収集系］の機器保守及び通信回線維持管理業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２４号 

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６７，０６１，９４０円 

 

７ 契約内容 

バス運行総合システム（実績収集系）に係る関連機器の保守業務及び同システムに係る通信回

線の維持管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、既存システムを運用するために必要となる関連機器の保守及び通信回線維持管理業

務を実施するものであり、稼働中のシステムに支障を生じることなく、本契約を遂行するために

は、既存の設備の設計内容に加え、既存システムのソフトウェアの構成に関しても熟知している

必要がある。左記業者は、同システムを独自に設計、構築しており、また、ソフトウェアに係る

著作権並びに詳細な技術情報を保有する唯一の業者であるため。 

 

９ 根拠法令 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

ドライブレコーダー保守点検業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府吹田市豊津町１２－１４ 

クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社 関西支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，０１１，２００円 

 

７ 契約内容 

市バスに搭載しているドライブレコーダー機器及び関連機器に係る保守点検業務 

 

８ 随意契約の理由 

現在、市バスに搭載しているドライブレコーダー機器は、クラリオン株式会社が製造しており、

国内では同社の100％出資子会社である左記業者のみが当該機器を取り扱っていることから、他社

では当該機器の構造、プログラム等の詳細を知りえず、左記業者でなければ、保守点検及び故障

発生時の修理対応を行うことができないという点で競争入札に適さないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

無線型バスロケーションシステム保守管理業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

新潟県新潟市中央区上所中三丁目１４番８号 

新潟通信機株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，０３９，０２７円 

 

７ 契約内容 

無線型バスロケーションシステムの機器の定期点検整備、障害復旧や機器の修理等の保守管理

業務 

 

８ 随意契約の理由 

当局で使用している当該機器のシステムは、左記業者が独自に開発・運営しているものであり、

詳細な技術情報は左記業者のみが保有する。また、その内容は第三者には公開されていないこと

から、左記業者以外の者が本業務を行うことができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

インターネット型バスロケーションシステム機器保守管理業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

新潟県新潟市中央区上所中三丁目１４番８号 

新潟通信機株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２５，５２２，７３０円 

 

７ 契約内容 

インターネット型バスロケーションシステムの定期点検、整備、障害復旧や機器の修理等 

 

８ 随意契約の理由 

当局で使用している当該機器のシステムは、左記業者が独自に開発・運営しているものであり、

詳細な技術情報は左記業者のみが保有する。また、その内容は第三者には公開されていないこと

から、左記業者以外の者が本業務を行うことができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

インターネット型バスロケーションシステム維持管理業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区中堂寺南町１３４番地 

公益財団法人京都高度技術研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，９５３，６５０円 

 

７ 契約内容 

インターネット型バスロケーションシステムの維持管理 

 

８ 随意契約の理由 

当局で使用している当該機器のモニター上に表示するバス接近情報等のソフトウェアは、左記

業者が独自に開発・運営しているものであり、詳細な技術情報は左記業者のみが保有する。また、

その内容は第三者には公開されていないことから、左記業者以外の者が本業務を行うことができ

ないため 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（錦林京都） 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市右京区嵯峨明星町１番地の１ 

京都バス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８３１，２２１，６００円 

 

７ 契約内容 

錦林出張所の１７、７８、８６、２０３号系統に係る運転業務、運行管理業務及び整備管理業

務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス錦林出張所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を５

年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（梅津ジェイアール） 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市阿倍野区松崎町２丁目２番２５号阿倍野松崎町ＮＫビル２階 

西日本ジェイアールバス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１，２４６，１０３，１００円 

 

７ 契約内容 

梅津営業所の８、１０、１１、２６、５９号系統に係る運転業務及び運行管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス梅津営業所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を５

年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（洛西近鉄） 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府東大阪市長栄寺１９番１７号 

近鉄バス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１，５２９，７５１，３００円 

 

７ 契約内容 

洛西営業所の２８、２９、３３、４２、５８、７０、７３、９１、西１、西２、西３、西４、

西５、西６、西８号系統に係る運転業務、運行管理業務及び整備管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス洛西営業所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を５

年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（横大路阪急） 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府豊中市岡上の町１丁目１番１６号 

阪急バス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１，４８５，１８８，１００円 

 

７ 契約内容 

横大路営業所の１３、１８、１９、２０、２２、４３、６９、８１、 

南１、南２、南３、南５号系統に係る運転業務、運行管理業務及び整備管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス横大路営業所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を

５年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（横大路エムケイ） 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区西九条東島町６３－１ 

エムケイ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４５７，２８９，８００円 

 

７ 契約内容 

横大路営業所の１６、８４、臨南５、南８号系統に係る運転業務、運行管理業務及び整備管理

業務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス横大路営業所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を

５年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

運行管理設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地 

株式会社日立製作所 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

３５，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

当局が所有する運行管理設備（以下「本設備」という。）を構成する機器及び装置が正常かつ

円滑に稼動できるように、その機能の維持補修に関する点検整備並びに障害発生時の修理復旧を

行う業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

本設備は、列車の安全を確保する信号保安設備などの関連諸設備と密接に連携することで列車

運行の制御・管理を行う極めて特殊な設備である。 

本設備の点検整備に必要な知識・技術は本設備及び関連諸設備を含む列車運行全般に関わる高

度なものが要求されるため、本設備の製作・施工を行った者が適切な保守を行わなければ、本設

備のみならず関連諸設備を含むシステムとしての障害につながり、列車運行に遅延、停止、運休

などの重大な影響を与えることになる。 

従って、本設備を製作・施工した上記業者でなければ本業務を履行することはできないため、

上記業者を指定するものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

ＩＴＶ画像伝送設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地 

株式会社日立製作所 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，４４５，０００円 

 

７ 契約内容 

当局が所有するＩＴＶ画像伝送設備の保守管理業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

本設備は、駅ホームの監視映像を、地上の送信機から車上の受信機へ伝送し、旅客乗降時及び

列車発車時の安全確認を行うための設備である。上記事業者が設計・製造し、詳細な技術情報は

上記事業者のみが保有している。 

本設備の点検整備には、各機器と設備全体のシステム構成を十分に把握し、本設備に関わる高

度な知識・技術が要求されるため、本設備の設計・製造を行った者が適切な保守を行わなければ、

機器の不良原因となり、列車運行に支障をきたす恐れがある。また、故障が発生した場合、不良

箇所を特定し速やかに復旧を行う必要がある。 

したがって、これらの業務を履行することができる者は、本設備を設計・製造し、詳細な技術

情報を保有している上記事業者に限られる。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

有線電話・情報伝送路設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 京滋支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

６１，６００，０００円 

 

７ 契約内容 

有線電話設備及び情報伝送路設備の保守業務 

 

８ 随意契約の理由 

有線電話設備は、列車の運行管理上の指令及び沿線や構内作業時の連絡に使用する通信設備で

ある。また、情報伝送路設備は光回線によって各種通信情報を多重化し、効率的に伝送を行うた

めの設備である。 

当該業務は、各機器と設備全体のシステム構成を完全に把握し、当該設備に関わる高度な知

識・技術を必要とし、専門的な知識や技術等を有する者でなければ履行できないという点で競争

入札に適さないため、随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

本業務の履行に当たって必要となる専門的な知識や技術等を有する事業者は、有線電話設備及

び情報伝送路設備を設計・設置等を行ったＮＥＣネッツエスアイ（株）をおいてほかにないため、

同社を契約の相手方として指定する。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線信号設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区小松原町２番４号 

日本信号株式会社 大阪支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２３６，５００，０００円 

 

７ 契約内容 

本業務は東西線信号設備の保守管理を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

信号設備は、連動装置、ＡＴＣ装置、ＡＴＯ装置などの信号保安設備から構成され、列車の衝

突や脱線を防ぎ、列車の運転を安全かつ能率的にサポートするためのシステムである。 

信号設備は、極めて特殊な設備であり、現行の信号設備の施工業者以外が本業務を行うことは、

ソフトウェアを含めた信号保安設備との調整が取れないため、システム全体の確認が行えず、現

行の信号設備に対して重大な障害が発生し、列車運行の遅延及び停止等の重大な支障が生じるこ

とになる。 

したがって、六地蔵～太秦天神川間及び醍醐車庫の信号保安設備工事を施工した上記業者を指

定するものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸線信号設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区小松原町２番４号 

日本信号株式会社 大阪支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２３，０８０，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線信号設備の保守管理 

 

８ 随意契約の理由 

信号設備は、連動装置、ＡＴＣ装置、ＣＴＣ装置などの信号保安設備から構成され、列車の衝

突や脱線を防ぎ、列車の運転を安全かつ能率的にサポートするためのシステムである。 

信号設備は、極めて特殊な設備であり、現行の信号設備の施工業者以外が本業務を行うことは、

ソフトウェアを含めた信号保安設備との調整が取れないため、システム全体の確認が行えず、現

行の信号設備に対して重大な障害が発生し、列車運行の遅延及び停止等の重大な支障が生じるこ

とになる。 

  したがって、国際会館～竹田間及び竹田車両基地の信号設備工事を施工した上記業者を指

定するものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道 昇降機設備 保守管理業務委託（鞍馬口駅ほか） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区天満橋一丁目８番３０号 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６６，７８８，７００円 

 

７ 契約内容 

京都市高速鉄道に設置している昇降機設備の保守管理業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、公共交通としての地下鉄施設における移動円滑化設備である昇降機の点検、整備、

緊急対応及び障害復旧を実施するものであり、旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なうことが

あってはならない。地下鉄は、御利用者が非常に多く、車椅子の方などの体に障害のある方やお

年寄りなどにも多く御利用いただいているため、故障等によりエレベーター、エスカレーターが

利用できないことはお客様の安全性や利便性を非常に損なうものであり、エレベーター内の閉じ

込め発生時はもとより、故障時にできるだけ短時間で復旧させることが求められる。 

本業務範囲の昇降機はすべて系列会社である三菱電機（株）の製造であるため、上記業者は昇

降機の製作メーカーからの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験によるノウハウの蓄積を

持つこと、全国に多数ある事業所からの緊急支援体制を含めて３０年を越える古い機種から最新

機種まで全ての機種の交換部品をストックしていることから事故や故障に迅速に対応可能な唯一

の業者である。 

また、前記のとおり昇降機の製作メーカーからの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験

によるノウハウの蓄積を持つことから、適切かつ効率的な保守を行うことができ、結果として高

い安全性に繋がる。 

このため、最も迅速に対応ができ、安全性が高く信頼できる上記業者と随意契約を行うもので

ある。 



 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

三菱電機株式会社の昇降機部門の保守と部品供給を行う関連会社であるため。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道 昇降機設備 保守管理業務委託（丸太町駅ほか） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 

株式会社日立ビルシステム 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３４，９８０，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市高速鉄道に設置している昇降機設備の保守管理業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、公共交通としての地下鉄施設における移動円滑化設備である昇降機の点検、整備、

緊急対応及び障害復旧を実施するものであり、旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なうことが

あってはならない。地下鉄は、御利用者が非常に多く、車椅子の方などの体に障害のある方やお

年寄りなどにも多く御利用いただいているため、故障等によりエレベーター、エスカレーターが

利用できないことはお客様の安全性や利便性を非常に損なうものであり、エレベーター内の閉じ

込め発生時はもとより、故障時にできるだけ短時間で復旧させることが求められる。 

本業務範囲の昇降機はすべて上記業者の製造であるため、上記業者は昇降機の製作メーカーか

らの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験によるノウハウの蓄積を持つこと、全国に多数

ある事業所からの緊急支援体制を含めて３０年を越える古い機種から最新機種まで全ての機種の

交換部品をストックしていることから事故や故障に迅速に対応可能な唯一の業者である。 

また、前記のとおり昇降機の製作メーカーからの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験

によるノウハウの蓄積を持つことから、適切かつ効率的な保守を行うことができ、結果として高

い安全性に繋がる。 

このため、最も迅速に対応ができ、安全性が高く信頼できる上記業者と随意契約を行うもので

ある。 

 



９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸営業所 昇降機設備 保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 

株式会社日立ビルシステム 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，１１５，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸営業所に設置している昇降機設備の保守管理業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、公共交通としての市バスターミナルにおける移動円滑化設備である昇降機の点検、

整備、緊急対応及び障害復旧を実施するものであり、旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なう

ことがあってはならない。市バスは、御利用者が非常に多く、車椅子の方などの体に障害のある

方やお年寄りなどにも多く御利用いただいているため、故障等によりエレベーター、エスカレー

ターが利用できないことはお客様の安全性や利便性を非常に損なうものであり、エレベーター内

の閉じ込め発生時はもとより、故障時にできるだけ短時間で復旧させることが求められる。 

本業務範囲の昇降機はすべて（株）日立製作所の製造であり、現在は（株）日立製作所の国内

昇降機事業は左記業者に移管されている。したがって、左記業者は昇降機の詳細かつ豊富な機器

の情報や長年の保守経験によるノウハウの蓄積を持つこと、全国に多数ある事業所からの緊急支

援体制を含めて３０年を越える古い機種から最新機種まで全ての機種の交換部品をストックして

いることから事故や故障に迅速に対応可能な唯一の業者である。 

また、前記により適切かつ効率的な保守を行うことができ、結果として高い安全性に繋がる。 

このため、最も迅速に対応ができ、安全性が高く信頼できる左記業者と随意契約を行うもので

ある。 

 

９ 根拠法令 



地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸営業所 昇降機設備 保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 

株式会社日立ビルシステム 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

５，１１５，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸営業所に設置している昇降機設備の保守管理業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、公共交通としての市バスターミナルにおける移動円滑化設備である昇降機の点検、

整備、緊急対応及び障害復旧を実施するものであり、旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なう

ことがあってはならない。市バスは、御利用者が非常に多く、車椅子の方などの体に障害のある

方やお年寄りなどにも多く御利用いただいているため、故障等によりエレベーター、エスカレー

ターが利用できないことはお客様の安全性や利便性を非常に損なうものであり、エレベーター内

の閉じ込め発生時はもとより、故障時にできるだけ短時間で復旧させることが求められる。 

本業務範囲の昇降機はすべて（株）日立製作所の製造であり、現在は（株）日立製作所の国内

昇降機事業は上記業者に移管されている。したがって、上記業者は昇降機の詳細かつ豊富な機器

の情報や長年の保守経験によるノウハウの蓄積を持つこと、全国に多数ある事業所からの緊急支

援体制を含めて３０年を越える古い機種から最新機種まで全ての機種の交換部品をストックして

いることから事故や故障に迅速に対応可能な唯一の業者である。 

また、前記により適切かつ効率的な保守を行うことができ、結果として高い安全性に繋がる。 

このため、最も迅速に対応ができ、安全性が高く信頼できる上記業者と随意契約を行うもので

ある。 

 

９ 根拠法令 



地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道 昇降機設備 保守管理業務委託（国際会館駅ほか） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１番地４３ 

東芝エレベータ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４２，０７５，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市高速鉄道に設置している昇降機設備の保守管理業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、公共交通としての地下鉄施設における移動円滑化設備である昇降機の点検、整備、

緊急対応及び障害復旧を実施するものであり、旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なうことが

あってはならない。地下鉄は、御利用者が非常に多く、車椅子の方などの体に障害のある方やお

年寄りなどにも多く御利用いただいているため、故障等によりエレベーター、エスカレーターが

利用できないことはお客様の安全性や利便性を非常に損なうものであり、エレベーター内の閉じ

込め発生時はもとより、故障時にできるだけ短時間で復旧させることが求められる。 

本業務範囲の昇降機はすべて上記業者の製造であるため、上記業者は昇降機の製作メーカーと

しての詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験によるノウハウの蓄積を持つこと、全国に多

数ある事業所からの緊急支援体制を含めて３０年を越える古い機種から最新機種まで全ての機種

の交換部品をストックしていることから事故や故障に迅速に対応可能な唯一の業者である。 

また、前記のとおり昇降機の製作メーカーからの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験

によるノウハウの蓄積を持つことから、適切かつ効率的な保守を行うことができ、結果として高

い安全性に繋がる。 

このため、最も迅速に対応ができ、安全性が高く信頼できる上記業者と随意契約を行うもので

ある。 

 



９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道 昇降機設備 保守管理業務委託（今出川駅ほか） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区東洞院通四条下ル元悪王子町５１番地東京建物四条烏丸ビルＥＡＳＴ 

フジテック株式会社 京滋支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，１７６，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市高速鉄道に設置している昇降機設備の保守管理業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、公共交通としての地下鉄施設における移動円滑化設備である昇降機の点検、整備、

緊急対応及び障害復旧を実施するものであり、旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なうことが

あってはならない。地下鉄は、御利用者が非常に多く、車椅子の方などの体に障害のある方やお

年寄りなどにも多く御利用いただいているため、故障等によりエレベーター、エスカレーターが

利用できないことはお客様の安全性や利便性を非常に損なうものであり、エレベーター内の閉じ

込め発生時はもとより、故障時にできるだけ短時間で復旧させることが求められる。 

本業務範囲の昇降機はすべて上記業者の製造であるため、上記業者は昇降機の製作メーカーか

らの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験によるノウハウの蓄積を持つこと、全国に多数

ある事業所からの緊急支援体制を含めて３０年を越える古い機種から最新機種まで全ての機種の

交換部品をストックしていることから事故や故障に迅速に対応可能な唯一の業者である。 

また、前記のとおり昇降機の製作メーカーからの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験

によるノウハウの蓄積を持つことから、適切かつ効率的な保守を行うことができ、結果として高

い安全性に繋がる。 

このため、最も迅速に対応ができ、安全性が高く信頼できる上記業者と随意契約を行うもので

ある。 

 



９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道 昇降機設備 保守管理業務委託（五条駅ほか） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区上鳥羽大物町２８番地 

日本オーチス・エレベータ株式会社 京都支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

４２，３７２，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市高速鉄道に設置している昇降機設備の保守管理業務を委託するものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、公共交通としての地下鉄施設における移動円滑化設備である昇降機の点検、整備、

緊急対応及び障害復旧を実施するものであり、旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なうことが

あってはならない。地下鉄は、御利用者が非常に多く、車椅子の方などの体に障害のある方やお

年寄りなどにも多く御利用いただいているため、故障等によりエレベーター、エスカレーターが

利用できないことはお客様の安全性や利便性を非常に損なうものであり、エレベーター内の閉じ

込め発生時はもとより、故障時にできるだけ短時間で復旧させることが求められる。 

本業務範囲の昇降機はすべて上記業者の製造であるため、上記業者は昇降機の製作メーカーか

らの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験によるノウハウの蓄積を持つこと、全国に多数

ある事業所からの緊急支援体制を含めて３０年を越える古い機種から最新機種まで全ての機種の

交換部品をストックしていることから事故や故障に迅速に対応可能な唯一の業者である。 

また、前記のとおり昇降機の製作メーカーからの詳細かつ豊富な機器の情報や長年の保守経験

によるノウハウの蓄積を持つことから、適切かつ効率的な保守を行うことができ、結果として高

い安全性に繋がる。 

このため、最も迅速に対応ができ、安全性が高く信頼できる上記業者と随意契約を行うもので

ある。 

 



９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

列車無線電話設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区高輪３丁目２５番２３号京急第２ビル４階 

八幡電気産業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１６，０６０，０００円 

 

７ 契約内容 

列車無線電話設備の維持管理 

 

８ 随意契約の理由 

列車無線電話設備（以下「本設備」という。）は、中央制御装置、基地局装置などから構成さ

れ、指令所係員と列車乗務員とが連絡を取り合うための唯一の保安通信設備である。 

本設備は、上記業者が独自の技術によって設計・製作した極めて特殊な設備であり、詳細な技

術情報は上記業者のみが保有している。万が一、通話ができない状態になると、正常な列車運行

ができず、列車遅延や運休など地下鉄を利用するお客様への甚大な支障が生じる。 

したがって、当該業務を行うには、本設備を設計・製作し、詳細な技術情報を保有している上

記業者に限られる。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

ＩＴＶ設備保守管理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号 

東芝テリー株式会社 大阪支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，４７０，０００円 

 

７ 契約内容 

高速鉄道烏丸線及び東西線のＩＴＶ設備の保守管理業務を委託する。 

 

８ 随意契約の理由 

ＩＴＶ設備（以下、「本設備」という。）は、中央制御装置、駅制御装置等から構成され、駅

ホーム及びコンコースのカメラ映像を監視し、防犯、旅客乗降及び列車発車時の安全確認を行う

設備である。本設備は上記事業者が設計・製造し、詳細な技術情報は上記事業者のみが保有して

いる。 

本設備の点検整備には、各機器と設備全体のシステム構成を十分に把握し、本設備に関わる高

度な知識・技術が要求されるため、本設備の設計・製造を行った者が適切な保守を行わなければ、

機器の不良原因となり、列車運行に支障をきたす恐れがある。また、故障が発生した場合、不良

箇所を特定し速やかに復旧を行う必要がある。 

したがって、これらの業務を履行することができる者は、本設備を設計・製造し、詳細な技術

情報を保有している上記事業者に限られる。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道昇降機設備監理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市山科区安朱中小路町１５番地の４ 

京都地下鉄整備株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２４，２００，０００円 

 

７ 契約内容 

京都市高速鉄道に設置している昇降機設備の保守管理業務に対する監理業務を委託するもので

ある。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は、別途契約される公共交通としての地下鉄施設における移動円滑化設備である昇降機

の点検、整備、緊急対応及び障害復旧が、旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なうことなく円

滑に実施できるよう監理調整を図るものである。 

業務の実施においては、複数の点検業者を取りまとめ、昇降機と繋がる防災設備等、他の設

備・システムへの配慮、駅業務の実態に即した統一した安全管理、工程調整及び事故時の連絡調

整を迅速かつ的確に対応できる業者であることが条件となる。 

昇降機設備それぞれの管理業務を行うものは他にも存在するが、上記業者は、鉄道設備全般に

対する安全対策等のマネジメントを含めて履行できる唯一の業者であるため、上記の業者を指定

するものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道駅電気設備ほか監理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市山科区安朱中小路町１５番地の４ 

京都地下鉄整備株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３５，６４０，０００円 

 

７ 契約内容 

高速鉄道烏丸線及び東西線の駅電気設備、防災監視設備ほかの保守業務（いずれも別途契約）

について、監理業務を行う。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は別途契約される地下鉄駅における電気設備、防災設備等の点検、整備ならびに緊急対

応等の業務が旅客の安全を最優先し、かつ利便を損なうことなく円滑に実施できるよう、監理調

整を行うものである。 

当該設備は、いずれも鉄道営業や旅客の安全に直接、影響を及ぼす設備であり、業務の実施に

おいては、複数社からなる点検業者を取りまとめて駅の営業実態に即した統一的な安全管理や工

程調整について迅速かつ的確に対応できる業者であることが要求される。 

上記業者は、長年にわたり鉄道電気設備の一括した保守業務に携わっており、一つ一つの業務

を行うものは他にも存在するが、全ての業務を一括して調整監理できる者は上記業者に限られる

ため、上記業者を指定するものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道電力設備監理業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市山科区安朱中小路町１５番地の４ 

京都地下鉄整備株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

３６，５２０，０００円 

 

７ 契約内容 

高速鉄道烏丸線及び東西線の電力設備の保守業務（いずれも別途契約）について、監理業務を

行う。 

 

８ 随意契約の理由 

本業務は別途契約される高速鉄道烏丸線及び東西線の変電所、電気室及び電車線設備等に対す

る法定点検並びに緊急対応等の業務が安全でかつ円滑に実施できるよう、監理調整を行うもので

ある。 

当該設備は、鉄道運行に必要不可欠な信号設備や電車に電力供給するものであり、いずれの業

務も終電後の限られた時間の中で行われ、遅延やミスによる停電は許されない条件の下、多数に

渡る業者が施工した電力設備相互の関係を把握し、鉄道運行の実態に即した統一的な安全管理や

工程調整について迅速かつ的確に対応できる業者であることが要求される。 

上記業者は、長年にわたり鉄道電力設備の一括した保守業務に携わっており、一つ一つの業務

を行うものは他にも存在するが、全ての業務を一括して調整監理できる者は上記業者に限られる

ため、上記業者を指定するものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 



随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

ICカード共同社局サーバシステム運用保守契約業務委託 

 

２ 契約担当課 

高速鉄道部 電気課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市福島区海老江1丁目1番31号 

アイテック阪急阪神株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５，１８０，０００円 

 

７ 契約内容 

アイテック阪急阪神が提供するICカード共同社局サーバシステムを最良な状態とし、当局とス

ルッとKANSAIのセンタ間の通信環境を維持するものである 

 

８ 随意契約の理由 

ICカードシステムにおいて、当局はICカード共同社局サーバを利用している。このICカード共

同社局サーバはスルッとKANSAIに承認される必要があるが、承認を受けている事業者はアイテッ

ク阪急阪神株式会社のみである。既設の機器、システムに支障をきたすことなく社局サーバシス

テムを運用していく為には、対象機器の設計及び製作を行った上記業者でなければならない。以

上の理由により、アイテック阪急阪神株式会社と契約をするものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

バスＩＣカードシステム社局サーバ運用保守 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 

企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市福島区海老江１丁目１番３１号 

アイテック阪急阪神株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，８２５，５８４円 

 

７ 契約内容 

バスＩＣカードシステム社局サーバの運用保守 

 

８ 随意契約の理由 

 本件は、「バスＩＣカードシステム」の運用に必要な社局サーバの保守及びシステム障害発

生時の対応を行う業務である。本業務を実施するためには、本システムのソフト開発メーカーで

しか保有していない情報が必要であるが、その情報については、一般に公開されていない。 

 よって、本件は、本システムのソフト開発メーカーでしか履行できない業務であり、競争入

札に適さないため、随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 上記業者が、当局が使用している社局サーバのシステム設計及び製作をした業者であるため。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

バスＩＣカードバスサーバ保守業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 

企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区東天満２丁目６番５号Ｉ・Ｓ南森町ビル４階 

レシップ株式会社 大阪営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，０９７，０００円 

 

７ 契約内容 

バスＩＣカードバスサーバの保守業務 

 

８ 随意契約の理由 

 本件は、「バスＩＣカードシステム」の運用に必要なバスサーバの保守及びシステム障害発

生時の対応を行う業務である。本業務を実施するためには、本システムのソフト開発メーカーで

しか保有していない情報が必要であるが、その情報については、一般に公開されていない。 

 よって、本件は、本システムのソフト開発メーカーでしか履行できない業務であり、競争入

札に適さないため、随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 上記業者が、当局が使用しているバスサーバのシステム設計及び製作をした業者であるため。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

大型ノンステップバス（リース） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 

企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和１６年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区六本木６丁目１０番１号六本木ヒルズ森タワー３４階 

株式会社リアライズコーポレーション 

 

６ 契約金額（税込み） 

２６，１３６，０００円 

 

７ 契約内容 

大型ノンステップバスのリース 

 

８ 随意契約の理由 

①利息等が加算される一般的なファイナンスリースではなく、１８年使用を前提にリース期間

満了時点の残存価値を差し引いた金額をリース料として支払うオペレーティングリースのため、

リース料が低廉で、かつ費用負担の平準化も図ることができる。 

②上記業者は、当局との取組を契機にリースによる車両調達を全国のバス事業者に広めること

で社会貢献に繋げる思いのため、１８年間のリース料総額が当該車両を上記業者に売却した額を

超えない価格設定をしている。 

③当初契約期間は１０年とし、以降当局が希望すれば２年毎に延長することが可能な契約で、

後年度の故障等によるリスクを低減できる。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

当該契約については上記業者独自のノウハウにより実現されており、路線バス車両において同

内容のリース契約を行っている業者はいない。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

大型ノンステップバス 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 

企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和６年４月１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都港区六本木６丁目１０番１号六本木ヒルズ森タワー３４階 

株式会社リアライズコーポレーション 

 

６ 契約金額（税込み） 

４７，４５２，９６１円 

 

７ 契約内容 

大型ノンステップバスの売却 

 

８ 随意契約の理由 

①利息等が加算される一般的なファイナンスリースではなく、１８年使用を前提にリース期間

満了時点の残存価値を差し引いた金額をリース料として支払うオペレーティングリースのため、

リース料が低廉で、かつ費用負担の平準化も図ることができる。 

②上記業者は、当局との取組を契機にリースによる車両調達を全国のバス事業者に広めること

で社会貢献に繋げる思いのため、１８年間のリース料総額が当該車両を上記業者に売却した額を

超えない価格設定をしている。 

③当初契約期間は１０年とし、以降当局が希望すれば２年毎に延長することが可能な契約で、

後年度の故障等によるリスクを低減できる。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

当該契約については上記業者独自のノウハウにより実現されており、路線バス車両において同

内容のリース契約を行っている業者はいない。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸線２０系車両台車枠購入 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１８日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１９日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区大手町二丁目３番２号 

住友商事株式会社 輸送機材事業第二ユニット 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，７００，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線２０系車両用台車枠の購入 

 

８ 随意契約の理由 

烏丸線２０系車両の台車枠は、烏丸線２０系車両用に日本製鉄株式会社が特別に設計、製作し

たものであり、日本製鉄株式会社以外の業者では製作できないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市交通局向けの台車部品に関する日本製鉄株式会社の唯一の代理店であるため



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

竹田車両基地オイルシール着脱装置購入 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１８日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１９日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区大手町二丁目３番２号 

住友商事株式会社 輸送機材事業第二ユニット 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，７１０，０００円 

 

７ 契約内容 

竹田車両基地のオイルシール着脱装置の購入 

 

８ 随意契約の理由 

 オイルシール着脱装置は、烏丸線２０系車両台車装置である輪軸軸受の端にあるオイルシー

ルの抜取及び圧入を行う装置である。烏丸線２０系車両の輪軸軸受の設計及び製作は日本製鉄株

式会社が行っており、日本製鉄株式会社の台車に関する検修装置を製作している日鉄レールウェ

イテクノス株式会社以外の業者では、烏丸線２０系車両の輪軸軸受の構造及び性能の仕様に適合

するものを製作することができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市交通局向けの台車部品に関する日本製鉄株式会社の唯一の代理店であるため



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線５０系車両台車装置排障器腕購入 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１８日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１９日から令和６年１２月２０日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区大手町二丁目３番２号 

住友商事株式会社 輸送機材事業第二ユニット 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，３８１，９１２円 

 

７ 契約内容 

東西線５０系車両の台車装置排障器腕の購入 

 

８ 随意契約の理由 

 東西線５０系車両の台車装置は、日本製鉄株式会社が５０系車両用に特別に設計及び製作し

たもので、本部品は日本製鉄株式会社以外の業者では製作できないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市交通局の台車部品に関する日本製鉄株式会社の唯一の代理店であるため



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸線１０系車両台車空気ばねゴム部品交換業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月１８日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月１９日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区大手町二丁目３番２号 

住友商事株式会社 輸送機材事業第二ユニット 

 

６ 契約金額（税込み） 

１９，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

烏丸線１０系車両の空気ばねゴム部品の交換業務 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は、烏丸線１０系車両の空気ばねゴム部品の交換を行うものである。 

 烏丸線１０系車両の空気ばねは、台車装置の一部として日本製鉄株式会社が烏丸線１０系車

両用に特別に設計、製作したものであり、日本製鉄株式会社でなければ、その詳細が分からず、

本業務を履行することができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市交通局の台車部品に関する日本製鉄株式会社の唯一の代理店であるため



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

自動車運転計画に伴うバス運行総合システム（事務処理系）改修作業 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月２２日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月２３日から令和６年５月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区大深町３番１号 

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，７６１，６００円 

 

７ 契約内容 

自動車運転計画（令和６年６月実施）に伴うバス運行総合システム（事務処理系）整備作業 

 

８ 随意契約の理由 

本業務を実施するに当たっては、既存システムと共通の機器（ホストコンピュータ及びネット

ワーク関連機器等）を使用するため、既存の設備の設計内容に加え、既存システムのソフトウェ

アの構成に関しても熟知している必要があり、既存システムを独自に設計、構築した左記業者以

外の業者が実施した場合、既存システムの運用に著しい支障が生じるおそれがある。 

また、左記業者は、本システムを構成するソフトウェアにかかわる著作権並びに詳細な技術情

報を保有する唯一の業者であるため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道東西線電動式レール塗油器制御装置更新業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月２３日 

 

４ 履行期間 

令和６年４月２４日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区本町橋６番２２号 

草野産業株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８，８００，０００円 

 

７ 契約内容 

本件は、高速鉄道東西線電動式レール塗油器の制御装置の更新を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

東西線電動式レール塗油器は、当該業者から購入したものであり、システムのプログラム変更

を伴う制御装置の更新は、他社での履行は不可能であることから、上記業者と契約する。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由に同じ。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

観光特急バスの効果検証業務 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年４月３０日 

 

４ 履行期間 

令和６年５月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市中京区新町通夷川下る二条新町７１７番地 

一般社団法人システム科学研究所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，１６４，０００円 

 

７ 契約内容 

観光特急バス導入に伴う輸送サービスの効果にかかる調査 

 

８ 随意契約の理由 

３月２２日の常任委員会において、市バスについて、主として市民が日常生活で利用する場合

と観光客等が観光で利用する場合の棲み分けを図るため、６月から東山エリアの人気観光スポッ

トに直行する「観光特急バス」を通常料金とは異なる運賃を設定して実施することを報告した。 

報告後直ちに、観光特急バスを含む新ダイヤ実施に向け、新設路線における停留所の確保に向

けた地元調整など従前の運行準備を進めつつ、一方では観光特急バスの運行開始前後の利用状況

を比較するにあたり、繁忙期である５月初旬から実施することが必須である調査開始に向けて、

順次調査内容の設計にも取り組んできた。このようなスケジュールの中で滞りなく調査を開始す

べく契約締結するために、当該業務に必要な知識、能力を予め有する事業者と随意契約を締結す

るものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

当該事業者は、長年にわたり交通計画・都市計画等の社会システムに係る調査・研究事業に取

り組み、かつ、令和３年度に市バス旅客流動調査、及び市バスお客様アンケート調査結果の分析



を行う「市バス路線・ダイヤの在り方に関する検討業務」を受託し、系統ごとの利用データを基

にした「系統カルテ」の作成や市内各地域の潜在需要の分析、定時性評価等を行った。加えて、

「市バス路線・ダイヤの在り方に関する検討委員会」の補助業務を担当し、市バスの御利用状況

や観光輸送の在り方について分析した実績もあるなど、市バスの現状について熟知しており



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道東西線駅電気室電力設備部分更新（その３） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年５月２１日 

 

４ 履行期間 

令和６年５月２２日から令和７年３月７日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１５９番１ 

日新電機株式会社 京都営業部 

 

６ 契約金額（税込み） 

２０，３５０，０００円 

 

７ 契約内容 

石田駅及び六地蔵駅電気室の保護継電器、シーケンサの更新。 

 

８ 随意契約の理由 

本件は、東西線駅電気室に設置している電力設備機器の経年劣化に伴い更新するものである。 

更新箇所は、電気室を構成している電力設備機器の一部であり、既設設備との整合性のある機

器への交換に必要な高度な専門技術及び適正な品質管理を行うための純正部品の供給を必要とす

る。これは本機器を製作した製造メーカーである日新電機株式会社以外には機器を納入すること

はできない。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

車内案内モニター画面（ＯＢＣ－ＶＩＳＩＯＮ）変更作業 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年５月２７日 

 

４ 履行期間 

令和６年５月２８日から令和６年５月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区東天満２丁目６番５号Ｉ・Ｓ南森町ビル４階 

レシップ株式会社 大阪営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，９９１，２２２円 

 

７ 契約内容 

車内案内モニター画面（ＯＢＣ－ＶＩＳＩＯＮ）を変更するもの（観光特急系統の新設） 

 

８ 随意契約の理由 

車内案内モニター画面は特殊な技術に関する情報やその他の者が有し得ない専門的な知識・技

術などを必要とするため、特定の１社でなければ提供できない役務に係る契約である。 

  左記業者は車内案内モニター画面を一部とする音声合成放送装置を製作した業者であり、

同装置のデータの情報は他業者には公開されておらず、当該業務に伴うデータの内容の修正・変

更を行うには製作元である左記業者でなければ、当局が要求する作業を行うことができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

醍醐車庫車体床下気吹集塵部分更新業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年５月３０日 

 

４ 履行期間 

令和６年５月３１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区曽根崎２丁目１２番７号清和梅田ビル１２階 

川重商事株式会社 大阪支店 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，２７５，０００円 

 

７ 契約内容 

醍醐車庫の車体床下気吹集塵装置部分更新業務の委託 

 

８ 随意契約の理由 

醍醐車庫車体床下気吹集塵装置は、全般・重要部検査及び月検査の実施に先立ち、前後検査線

及び月検査線に設けた気吹場で、車両を時速５ｋｍ以下で通過させる間に床下を気吹清掃し、発

生した粉塵をろ過し、清浄な空気をダクトから大気へ放出するものである。ダンパを切り替える

ことで月検査ピット作業及び前後検査線クーラー清掃作業で発生した粉塵の集塵も可能となる。

本装置は川重商事株式会社が東西線５０系車両用に設計及び製作したものであり、川重商事株式

会社でなければ本装置の詳細が十分に把握できず、業務を実施することができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（錦林京都）【設計変更】 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年６月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市右京区嵯峨明星町１番地の１ 

京都バス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

８４４，５２７，２００円 

 

７ 契約内容 

錦林出張所の７、８６、１０５、２０３号系統に係る運転業務、運行管理業務及び整備管理業

務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス錦林出張所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を５

年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（梅津ジェイアール）【設計変更】 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年６月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪市阿倍野区松崎町２丁目２番２５号阿倍野松崎町ＮＫビル２階 

西日本ジェイアールバス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１，２４７，３１５，３００円 

 

７ 契約内容 

梅津営業所の８、１０、１１、２６、５９号系統に係る運転業務及び運行管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス梅津営業所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を５

年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（洛西近鉄）【設計変更】 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年６月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府東大阪市長栄寺１９番１７号 

近鉄バス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１，５５４，１６６，９００円 

 

７ 契約内容 

洛西営業所の２３、２８、２９、３３、４２、７０、７８、９１、１０６西１、西２、西３、

西４、西５、西６、西８、西９、ＥＸ１０１号系統に係る運転業務、運行管理業務及び整備管理

業務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス洛西営業所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を５

年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（横大路阪急）【設計変更】 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年６月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府豊中市岡上の町１丁目１番１６号 

阪急バス株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１，５０９，２３５，２００円 

 

７ 契約内容 

横大路営業所の１３、１８、１９、２０、２２、４３、６９、８１、 

南１、南２、南３、南５号系統に係る運転業務、運行管理業務及び整備管理業務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス横大路営業所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を

５年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

管理の受委託（横大路エムケイ）【設計変更】 

 

２ 契約担当課 

自動車部 管理課 

 

３ 契約締結日 

令和６年６月１日 

 

４ 履行期間 

令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

京都府京都市南区西九条東島町６３－１ 

エムケイ株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

４６５，２１９，７００円 

 

７ 契約内容 

横大路営業所の１６、８４、南６、南８号系統に係る運転業務、運行管理業務及び整備管理業

務 

 

８ 随意契約の理由 

「市バス横大路営業所に係る管理の受委託に関する基本契約書」第２条において、委託期間を

５年間と定めている。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

受託者を募集したうえ、令和５年２月２８日に開催した管理の受委託の受託者選定委員会にお

いて、「財政効果」及び「運行の安全性」等を審議し選定。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

バス運行総合システム（実績収集系）改修業務委託（その１） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年６月２１日 

 

４ 履行期間 

令和６年６月２２日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２４号 

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１５４，７７０，０００円 

 

７ 契約内容 

交通局では、走行中の市バスの位置情報や車内の混雑情報等の「動的情報」を作成し、令和１

０年度にオープンデータとして公開することとしている。 

そして、その動的情報を生成、提供し得るシステムとして、現在、市バスの運行管理業務に活

用している「バス運行総合システム（実績収集系）」（以下「現行システム」という）を活用し、

令和６～７年度において、現行システムをベースとする混雑情報提供システムを構築するととも

に、並行して市バス車内の混雑情報を計測するためのカメラセンサを全車両へ導入することとし

ている。 

本業務は、令和６～ 

 

８ 随意契約の理由 

本業務を実施するに当たっては、現行システムと共通の機器（車載通信機、ネットワーク関連

機器等）を使用するため、既存の設備の設計内容に加え、現行システムのソフトウェアの構成に

関しても、熟知している必要があり、現行システムを独自に設計、構築した左記の契約の相手方

として指定する事業者（以下「左記業者」という。）以外の業者が実施した場合、現行システム

の運用に著しい支障が生ずるおそれがある。 

また、左記業者は、現行システムを独自に設計、構築しており、また、ソフトウェアに係る著

作権並びに詳細な技術情報を保有する唯一の業者であるため。 

 

９ 根拠法令 



地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道烏丸線レール削正工事 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年７月１９日 

 

４ 履行期間 

令和６年７月２０日から令和６年１２月２６日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町４番１３号近鉄上本町石ヶ辻ビル８階 

近鉄軌道エンジニアリング株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２７，８３０，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は、高速鉄道烏丸線において１６頭式レール削正車を使用して、レール踏面の波状磨耗

及びシェリングを削正するものです。 

 

８ 随意契約の理由 

当該業者は、近鉄京都線のレール削正を請負い、１６頭式レール削正車を所有しているため、

近鉄京都線と相互乗り入れをしている烏丸線へ、レール削正車を容易に搬入することができる。

このため、陸送でレール削正車を運搬するよりも、工程及び経済的に有利に施工することが可能

となる。以上が随意契約の理由である。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第７号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由に同じ。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

バス運行総合システム事務処理系に係る改修作業（端末機器等入替作業） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年７月２９日 

 

４ 履行期間 

令和６年７月３０日から令和６年１２月２７日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区大深町３番１号 

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１１，０８８，０００円 

 

７ 契約内容 

バス運行総合システム事務処理系に係る改修作業（端末機器等入替作業） 

 

８ 随意契約の理由 

本作業は、既存システムの一部改修（端末機器等入替）を行うものであり、稼働中のシステム

に支障を生じさせることなく、本契約を遂行するためには、既存の設備の設計内容に加え、既存

システムのソフトウェアの構成に関しても熟知している必要がある。 

左記業者は、同システムを独自に設計、構築しており、また、ソフトウェアに係る著作権並び

に詳細な技術情報を保有する唯一の業者であることから、左記業者を契約の相手方として選定す

るものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線５０系車両台車装置排障器腕購入 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年８月１９日 

 

４ 履行期間 

令和６年８月２０日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区大手町二丁目３番２号 

住友商事株式会社 輸送機材事業第二ユニット 

 

６ 契約金額（税込み） 

７，４４１，３６８円 

 

７ 契約内容 

東西線５０系車両の台車装置排障器腕の購入 

 

８ 随意契約の理由 

 東西線５０系車両の台車装置は、日本製鉄株式会社が５０系車両用に特別に設計及び製作し

たもので、本部品は日本製鉄株式会社以外の業者では製作できないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

京都市交通局の台車部品に関する日本製鉄株式会社の唯一の代理店であるため



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線５０系車両車体部品踏段購入 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年８月２２日 

 

４ 履行期間 

令和６年８月２３日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府東大阪市稲田上町２丁目２番４６号 

近畿車輛株式会社 

 

６ 契約金額（税込み） 

９，３２８，０００円 

 

７ 契約内容 

東西線５０系車両の車体部品踏段（全重検用）の購入 

 

８ 随意契約の理由 

 東西線５０系車両の車体部品踏段は、車体の一部を構成する部品である。設計製作にあたっ

ては走行時の車体の挙動を考慮し、かつ踏段周辺の機器との協調が必要であり、車体の製造業者

である近畿車輛以外では詳細がわからず設計できないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸線軌道整備工事に伴う信号設備対応業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年８月２６日 

 

４ 履行期間 

令和６年８月２７日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区小松原町２番４号 

日本信号株式会社 大阪支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

６，２７０，０００円 

 

７ 契約内容 

当局の土木担当が別に契約する高速鉄道烏丸線軌道整備工事（以下「軌道整備工事」という。）

の北山駅～北大路駅のレール交換及び竹田駅の分岐器レール交換並びに竹田駅のまくらぎ交換に

伴い、軌道部分に設置されている信号設備及びそれらの配線、配線路等の防護処置並びに一時取

り外し及び再取り付け等の対応を行うとともに作業終了後には、動作確認試験等により信号設備

に軌道整備工事による異常が無いことの確認を行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

対応が必要となる信号設備は、列車位置の検知及び列車にＡＴＣ信号を送る軌道回路など信号

保安システムを構成する上で極めて重要な設備であり、現行システムとは密接不可分な関係にあ

る。そのため、本業務を行うには、現行の信号保安システムの設置状況及び機能、定格等を十分

把握していることが必要不可欠となる。従って、本業務が可能な者は、現行システムの製作、施

工及び保守業務を行っている上記業者に限られる。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

音声合成放送装置等の購入 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 

企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年９月５日 

 

４ 履行期間 

令和６年９月６日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区東天満２丁目６番５号Ｉ・Ｓ南森町ビル４階 

レシップ株式会社 大阪営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１０，０８８，１００円 

 

７ 契約内容 

音声合成放送装置の購入 

 

８ 随意契約の理由 

 購入する音声合成放送装置は、現行の音声合成放送装置と同様に、ICカードシステムの処理

に必要となる運賃箱等にデータ通信を行う必要があり、車両に搭載している運賃箱と互換性があ

る必要がある。 

 このように製作するためには、現行の音声合成放送装置及び運賃箱の内容を把握している必

要があるが、セキュリティ等の関係上、内部構造及びソフト内容については第三者に公開されて

いないため、上記業者以外では、本件業務の履行が不可能である。 

 以上の理由により上記業者を指定するものです。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 上記随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

運賃箱の購入 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 

企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年９月５日 

 

４ 履行期間 

令和６年９月６日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区東天満２丁目６番５号Ｉ・Ｓ南森町ビル４階 

レシップ株式会社 大阪営業所 

 

６ 契約金額（税込み） 

１４，１９５，５００円 

 

７ 契約内容 

運賃箱の購入 

 

８ 随意契約の理由 

 京都市交通局（以下：当局）で使用している運賃箱は、上記業者が当局用に製造したもので

ある。令和４～６年度で実施している「運賃箱及び関連機器の購入」で納入している運賃箱（以

下：新型運賃箱）と同様に磁気カード及びＩＣカードの処理が可能であり、新型運賃箱に併せて

納入している解錠機で処理するには、新型運賃箱及び解錠機の内容を把握している必要がある。

セキュリティ等の関係上、内部構造及びソフト内容については、第三者に公開されておらず、上

記の製造業者以外では、本件の履行が不可能であるため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

 上記随意契約理由による。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

烏丸線１０系車両用車輪はめ替え業務委託（第２０編成） 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年９月１２日 

 

４ 履行期間 

令和６年９月１３日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

東京都千代田区大手町二丁目３番２号 

住友商事株式会社 輸送機材事業第二ユニット 

 

６ 契約金額（税込み） 

３０，９７０，７２０円 

 

７ 契約内容 

烏丸線１０系車両の車輪のはめ替え業務 

 

８ 随意契約の理由 

 本業務は、烏丸線１０系車両の車輪のはめ替えを行うものである。 

 烏丸線１０系車両の車輪は、台車装置の一部として日本製鉄株式会社が烏丸線１０系車両用

に特別に設計、製作したものであり、日本製鉄株式会社でなければ、その詳細が分からず、本業

務を履行することができないため。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速鉄道東西線信号保安設備更新工事その４ 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年９月１９日 

 

４ 履行期間 

令和６年９月２１日から令和１０年２月２９日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区小松原町２番４号 

日本信号株式会社 大阪支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２，３２１，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

本工事は、高速鉄道東西線御陵駅及び蹴上駅の信号保安設備の老朽化に当たり、設備の更新を

行うものである。 

 

８ 随意契約の理由 

本件については、一般競争入札（予定価格事後公表、令和６年９月４日開札）を実施したとこ

ろ、１者が応札したが予定価格を超過した。 

そのため、５日に再度入札及び開札を実施したところ、１者（上記の業者）が応札したが予定

価格を超過したため、入札不成立となった。 

改めて入札手続きを行う場合、業者決定までに１箇月から２箇月を要し、当初の工期内に工事

を完了することができないおそれがある。 

以上のことから、早急に本工事を行う必要があるため、当該事業者と随意契約を行う。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第８号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

上記のとおり入札不成立となり、改めて入札を実施する場合、工事内容及び入札方法（予 

定価格事後公表）は変わらないため、上記業者以外の入札参加者が見込めず、再度入札不成立

と 



なることが想定されることから、当初の入札参加者で、再度入札に応札した上記の業者に選定

した。



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

高速収入系システム改修業務委託 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年９月２５日 

 

４ 履行期間 

令和６年９月２６日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区角田町８－１ 

東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

２２，０００，０００円 

 

７ 契約内容 

本件は、定期乗車券に係る制度改訂に対応する為、主に高速鉄道の収入管理に使用するサーバ

システムである、高速収入系システムの改修を行うものである。 

 

 

８ 随意契約の理由 

上記業者は、高速収入系システムの設計及び製作を行っており、本システムに関する技術的な

全ての情報を保有している。よって、既存の駅務機器及びシステム等の機能に支障をきたさずに

改修を実施できるのは、詳細な技術情報を保有する上記業者のみであるため、随意契約を行うも

のである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ



随意契約締結結果書 

 

１ 件名 

東西線旅客案内設備改良 

 

２ 契約担当課 

企画総務部 企画総務課 

 

３ 契約締結日 

令和６年９月２６日 

 

４ 履行期間 

令和６年９月２７日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 契約の相手方の住所及び商号等 

大阪府大阪市北区小松原町２番４号 

日本信号株式会社 大阪支社 

 

６ 契約金額（税込み） 

１７９，８５０，０００円 

 

７ 契約内容 

東西線旅客案内設備の部分更新 

 

８ 随意契約の理由 

上記業者は、旅客案内設備のソフトウェア・ハードウェアの設計及び制作を行っており、シス

テムに関する技術的な全ての情報を保有している。よって、既設機器の機能に支障をきたさずに

実施できるのは本業者だけであるため、随意契約を行うものである。 

 

９ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

10 契約の相手方の選定理由 

随意契約を行う理由と同じ

 


